
 

 
 

 

 土 壌 汚 染 状 況 調 査 の 基 本 的 な 流 れ  

 
 

 法 律 上 の 調 査 の 契 機           自 主 的 な 調 査 の 契 機   
（第三者の専門機関による資産運用データの入手が必要） 

○有害物質使用特定施設の廃止     ○土地取引（売買・交換・譲渡） 
調査義務の発生  （法第３条）    ○土地管理（資産評価・資産除却・災害事故） 

○3000ｍ２以上の土地の形質の変更    ○土砂移動（建設残土・建設泥土・不法投棄） 
調査命令発出の場合（法第４条）   ○有効利用（発生土・浚渫土・泥土） 

○都道府県知事等からの調査命令    ○グリーン購入法の特定調達品目（盛土材等） 
調査命令の発出  （法第５条） 

 
 

 地歴調査（PhaseⅠ調査） 

○地形図、住宅地図、空中写真 
○公図、所有履歴、利用履歴 

○現地踏査、聞き取り など 

 

 

 

 

 概況調査（PhaseⅡ調査） 
○土壌ガス採取、化学分析 
○土壌・地下水採取、化学分析 

 
 

土壌汚染         終 了 

 

 
 
 
 

健康被害のおそれ 

 

要 措 置 区 域      （措置の実施）     形質変更時要届出区域 

 

（汚染の除去）     区 域 指 定 の 解 除      （措置の完了） 

汚染のおそれ 
（あり）

（あり）

（あり） （なし）

（なし）

（なし） 

汚染ありの場合には

区域指定申請は可能

（法第 14 条第 1 項）

調査の省略（施行規則） 
・土壌汚染のおそれの把握等の省略（第 11 条） 
・試料採取等を行う区画の選定等の省略（第 13 条）
・試料採取等の省略（第 14 条） 

汚染の除去等の措置 

（法に準じた措置） 

（任意）

（法対象）

（法対象）

（自主管理） 

自主調査（申請に係る調査[法第 14条]）土壌汚染対策法に基づく調査

（自主申請[任意]）
都道府県・政令市土壌環境保全担当部局 


